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衆
議
院
議
員
佐
藤
ゆ
う
こ
君
提
出
介
護
保
険
料
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

介
護
保
険
の
第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
（
以
下
「
介
護
保
険
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
未
納
、
滞

納
者
」
の
数
及
び
「
滞
納
額
」
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
全
国
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
報
告
の

あ
っ
た
平
成
二
十
一
年
度
の
未
収
額
（
介
護
保
険
料
の
同
年
度
ま
で
の
調
定
額
の
累
計
額
か
ら
同
年
度
ま
で
の
収
納
額
及
び

不
能
欠
損
額
の
累
計
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
は
、
五
百
八
億
六
千
四
百
九
十
八
万
二
千
円
で
あ
る
。

な
お
、
介
護
保
険
の
第
二
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
各
法
又
は
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
保
険
者
が
徴
収
す
る
保
険
料
等
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
）

に
当
該
医
療
保
険
者
が
納
付
す
べ
き
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
額
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

介
護
保
険
の
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
は
、
介
護
保
険
の
第
二
号
被
保
険
者
か
ら
は
保
険
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
督
促
に
応
じ
て
徴
収
で
き
た
額
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
年
度
ま
で
に
調
定
さ
れ
た

一



介
護
保
険
料
の
額
の
う
ち
平
成
二
十
一
年
度
中
に
収
納
さ
れ
た
額
は
、
六
十
八
億
九
百
十
四
万
四
千
円
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
四

条
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
督
促
を
受
け
た
者
が
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
介
護
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
当
該
介
護

保
険
料
等
に
つ
い
て
、
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
定

に
基
づ
い
た
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
市
町
村
は
、
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
被
保
険
者
等
が
一
定
の
期
限
ま
で
に
介
護
保
険
料
を
納
付
し
な
か

っ
た
場
合
に
は
、保
険
給
付
の
支
払
方
法
の
償
還
払
い
へ
の
変
更
や
保
険
給
付
の
支
払
の
一
時
差
止
め
等
を
行
い
、さ
ら
に
、

当
該
者
に
つ
い
て
介
護
保
険
料
を
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
保
険
給
付
の
額

を
減
額
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
時
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
料
に
係
る
市
町
村
と
被
保
険
者
間
の
債
権
債
務
関
係
が
多
数
発
生
す
る
こ

と
等
を
踏
ま
え
、
効
率
的
に
介
護
保
険
事
業
を
運
営
す
る
こ
と
等
の
観
点
か
ら
二
年
の
消
滅
時
効
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
妥

当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
二
年
の
時
効
期
間
を
延
ば
す
考
え
は
な
い
。

二



四
に
つ
い
て

介
護
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
の
被
保
護
者
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
払
を
受
け
て
い
る
老
齢

等
年
金
給
付
（
法
第
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
老
齢
等
年
金
給
付
を
い
う
。
）
の
額
が
年
間
十
八
万
円
以
上
の
第
一
号
被
保

険
者
に
対
し
て
は
、
法
第
百
三
十
五
条
等
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
（
法
第
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
第
一
号
被
保
険
者
に
対
し
て
は
、
法

第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
（
同
条
に
規
定
す
る
普
通
徴
収
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
方
法
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
生
活
保
護
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）第
三
十
七
条
の
二
等
の
規
定
に
よ
り
保
護
の
実
施
機
関
は
、

生
活
保
護
の
被
保
護
者
に
代
わ
り
、
当
該
者
が
支
払
う
べ
き
介
護
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
、
当
該
者
を
被
保
険
者

と
す
る
市
町
村
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
生
活
保
護
の
被
保
護
者
に
対
し
て
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ

っ
て
介
護
保
険
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
も
、
適
切
に
徴
収
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

三


